
⑶ 農地転用許可事務の適正な処理の徹底 

勧            告 説明図表番号 

【制度の概要】 

 農林水産省は、農地法により、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来に

おける国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であること

に鑑み、農地を農地以外のものにすること（転用）を制限しており、４ha 以下の農地

にあっては都道府県知事、４ha を超える農地にあっては農林水産大臣（注）の許可が

ある場合に限り、これを認めることとしている（同法第４条及び第５条）。 

（注）１ 農林水産大臣の許可権限は、地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県に

あっては内閣府沖縄総合事務局長。以下項目１⑶及び⑷において同じ。）に委任されている

（農地法第 62 条及び農地法施行規則（昭和 27 年農林省令第 79 号）第 101 条）。 

２ 近年の農地転用許可件数は、表１のとおり推移している。 

 

    表１ 農地転用許可件数の推移（全国）                    （単位：件） 

表１-(3)-① 

左記件数の内訳 

年 許可件数 ①４ha 以下 ②４ha 超 
（都道府県知事許可） （農林水産大臣許可） 

平成 17 92,986 92,935 51 

18 91,009 90,942 67 

19 86,343 86,237 106 

20 78,340 78,291 49 

21 66,865 66,826 39 

22 65,146 65,106 40 

(注)  農林水産省の「土地管理情報収集分析調査」結果（平成 17 年～21 年） 

及び「農地の権利移動・借賃等調査」結果（22 年）による。 

 

（申請処理の流れ） 

 農地転用許可申請は、まず、農業委員会（申請に係る農地面積が４ha 超の場合は都

道府県知事。以下項目１⑶において同じ。）が受け付けてその内容を検討した上で、

農地転用許可基準に照らした農業委員会としての意見を付して都道府県知事（申請に

係る農地面積が４ha 超の場合は地方農政局長。以下項目１⑶において同じ。）に送付

する（農地法施行令（昭和 27 年政令第 445 号）第７条第２項及び第５項並びに第 15

条第２項）。都道府県知事は、当該農業委員会の意見を参考にしつつ審査を実施し、

当該許可の可否を決定する（申請に係る農地面積が４ha 超の場合は、地方農政局長が

当該都道府県知事の意見を参考に審査を行い、当該許可の可否を決定。以下項目１⑶

において同じ。）。 

 

（農地転用許可の基準） 

 農地転用許可の可否の判断については、農地法、農地法施行令及び農地法施行規則

において定められている「立地基準」及び「一般基準」に基づき行うこととされてい

る。 

「立地基準」（農地法第４条第２項第１号及び第２号並びに第５条第２項第１号及

び第２号）は、表２のとおり、農地転用許可申請に係る農地をその営農条件及び周辺

の市街地化の状況から５種類に区分し、当該区分に応じて当該許可の可否を判断する

ものであり、これら５種類のうち農用地区域内農地、甲種農地及び第１種農地につい

ては、良好な営農条件を備えている農地として、一定の例外条件に合致するものを除

き、転用は原則不許可とされている。 
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表２ 「立地基準」における農地区分の概要 
区 分 営農条件、市街地化の状況 転用許可の方針 

農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画におい 原則不許可 
て農用地区域とされた区域内の農地 

甲種農地 第１種農地の要件に該当するもののうち市街 原則不許可 
化調整区域内の土地改良事業等の対象となった
農地（８年以内）等特に良好な営農条件を備え
ている農地 

第１種農地 10ha 以上の規模の一団の農地、土地改良事業 原則不許可 
等の対象となった農地等良好な営農条件を備え
ている農地 

第２種農地 鉄道の駅が 500ｍ以内にある等市街地化が見 周辺の他の土地に
込まれる区域内にある農地又は生産性の低い小 立地することができ
集団の農地 ない場合等は許可 

第３種農地 鉄道の駅が 300ｍ以内にある等の市街地の区 原則許可 
域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある
農地 

注） 農林水産省の資料による。詳細は表１-⑶-④参照  （

 

また、「一般基準」（農地法第４条第２項第３号から第５号まで及び第５条第２項第

３号から第７号まで）は、農地転用許可後、当該農地を申請に係る用途に供すること

が確実であると認められるかどうか、当該転用行為が周辺農地の営農条件に支障を及

ぼすおそれがないか等について審査を行うものであり、例えば、申請者に転用行為を

行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合等には、転用を許可しないこ

ととされている。 

 農林水産省は、これらの法令に基づく農地転用許可基準の運用・解釈について、各

都道府県に対し、「農地法関係事務に係る処理基準について」（平成 12 年６月１日付

け 12 構改Ｂ第 404号農林水産事務次官依命通知）、「農地法の運用について」及び「農

地法関係事務処理要領の制定について」（平成 21年 12月 11日付け 21経営第 4608号・

21 農振第 1599 号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知）を発出している。都

道府県及び農業委員会は、これらの通知を参考に、審査基準・事務処理要領等を定め

て、農地転用許可に係る事務を行っている。 

 

【調査結果】 

 調査した７地方農政局等及び 17 道府県等における農地転用許可の実績をみると、

平成 18 年から 22 年までの５か年で計５万 1,408 件（8,007.4ha）の農地転用許可が

行われている。また、調査した 31 農業委員会では、管轄道府県に対し、申請のあっ

た農地の転用を許可相当とする意見を５か年で計１万 7,320 件（1,827ha）提出して

いる。 

審査の実施状況） 

 今回、当省において、地方農政局等 122 事案、道府県等 453 事案及び農業委員会 600

事案の計 1,175 の転用許可事案及び意見提出事案を抽出し（注）、これらの農地転用許

可申請について調査対象機関においてどのように審査が行われているかを調査した。

（注） 地方農政局等については、平成 20 年から 22 年までの転用許可事案全てを調査対象とした。

また、道府県等及び農業委員会については、原則として平成 22 年の転用許可事案及び意見提

出事案から抽出した（各機関別の抽出数や抽出方法等については表１-⑶-⑥参照）。 
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表１-(3)-⑤ 
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 その結果、①10ha以上の広がりを持つ一団の農地の区域内であり第１種農地の要件

を満たしているにもかかわらず、第２種農地と判断しているもの、②農用地区域内農

地の転用申請について、農振法による農用地利用計画で指定する用途（農業用施設）

の変更が未了のまま転用許可を行っているもの、③第１種農地が「集落に接続して設

置されるもの」として許可されているものの、集落に接続しているとはいえないもの、

④市街化の程度まで宅地化が進行していないにもかかわらず、第３種農地と判断して

いるもの及び⑤第２種農地と判断する法令上の適用条項を誤ったものといった、許可

決定に当たり、農地区分の判断や優良農地の転用が例外的に認められる条件に合致す

るかどうかの判断等が適正に行われておらず、農地転用許可事務の適正な処理を確保

する必要があると考えられるものが、一部の道府県等及び農業委員会（５調査対象機

関）で計 16 事案みられた。 

農林水産省は、これまで「農地転用許可事務の適正化及び違反転用の是正等に係る

取組の強化について」（平成 20 年 11 月 28 日付け 20農振第 1413号農林水産省農村振

興局長通知）を発出したり、「農地法関係事務処理要領の制定について」第４の８の

⑴に基づく「農地転用許可事務実態調査」で把握した、当該事務の適正な処理を確保

する必要があると考えられた事例について、その運用の考え方を公表したりするなど

して、農地転用許可事務の適正化を図ってきている。農地転用許可事務を行う都道府

県（注１）及び農業委員会（注２）においては、これまでも当該事務の適正な処理に努

めてきているところであるが、引き続き当該事務の適正な処理の徹底を図ることが求

められる。 

（注）１ 当該都道府県から地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の２第１項の規定

に基づく特例条例により農地転用許可事務の処理について委任を受けている市町村及び当

該市町村から同法第 180 条の２の規定に基づき同事務の処理について再委任を受けている

農業委員会を含む（「所見」においても同じ。）。 

２ 当該市町村から農地転用許可事務の処理について再委任を受けている農業委員会を除く 

（「所見」においても同じ。）。 

 

 

表１-(3)-⑦ 

【所見】 

したがって、農林水産省は、農地転用許可事務の適正な処理の徹底を図る観点から、

都道府県及び農業委員会に対し、引き続き優良農地の転用許可に係る判断を適切に行

うよう指導する必要がある。 
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表１-(3)-① 農地法における転用規制（関係規定抜粋） 

（農地の転用の制限）

第四条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可（その者が同一

の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合（農村地域工業等導入促

進法 （昭和四十六年法律第百十二号）その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの（以

下「地域整備法」という。）の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件

に該当するものを除く。第五項において同じ。）には、農林水産大臣の許可）を受けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
一～八 (略) 

２ 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二

号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示（他の法律の規定による告示又は

公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。）に係る事業の用に供す

るため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法

律第八条第四項に規定する農用地利用計画（以下単に「農用地利用計画」という。）において指定された用

途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限り

でない。 
一  次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合 

イ 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。

以下同じ。）内にある農地 
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地と

して政令で定めるもの（市街化調整区域（都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同

じ。）内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。） 
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの 

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの 
二 前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ(1)に掲げる農地を含む。）以外の農地を農地以外のものにしよう

とする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業

の目的を達成することができると認められるとき。 
三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認め

られないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得て

いないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に

供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 
四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させる

おそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 
五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合にお

いて、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。 
３～６ (略) 

 

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限） 

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。次項及び第

四項において同じ。）にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移

転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可（これらの権利を取得する者が

同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利

を取得する場合（地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該

当するものを除く。第四項において同じ。）には、農林水産大臣の許可）を受けなければならない。ただし

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一～七 (略) 

２ 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二

号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三

条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利

用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相

当の事由があるときは、この限りでない。 

 

、
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一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合 

イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地 

ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧

地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの（市街化調整区

域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地

又は採草放牧地を除く。） 

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるも

の 

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で

定めるもの 

二 前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ(1)に掲げる農地を含む。）以外の農地を農地以外のものにするた

め第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地（同号

ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。）以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利

を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供するこ

とにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。 

三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為

又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用がある

と認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放

牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で

定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用そ

の他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 

四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにす

ることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用

用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放

牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 

五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合 

六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に

掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供される

ことが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合において

その利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草

若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。 

七 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条

第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。 

３～５ (略) 

（注）下線は当省が付した。 
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表１-(3)-② 農地転用許可事務の流れ（フロー図） 

 

＜都道府県知事許可（申請農地面積が４ha以下の場合）＞ 
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＜農林水産大臣（地方農政局長）許可（申請農地面積が４haを超える場合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）農林水産省の資料に基づき当省が作成した。 
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表１-(3)-③ 農地転用許可の許可基準の概要  
農 地 転 用 許 可 基 準 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）農林水産省の資料に基づき当省が作成した。 

農地区分 許可の方針 

 
原則不許可 

原則不許可  
 
例外許可 
・農業用施設、農産物加工・販売 
施設 

・土地収用認定施設 
・都市と農村の交流に資する施設 
・集落接続の住宅等（500㎡以内） 
・地域の農業の振興に関する地方 

公共団体の計画に基づく施設 
等 

 
第３種農地に立地困難な

場合等に許可 

原則不許可 
  

例外許可 
・農業用施設、農産物加工・販売 
施設 

・土地収用対象施設 
・都市と農村の交流に資する施設 
・集落接続の住宅等 
・地域の農業の振興に関する地方 

公共団体の計画に基づく施設 
等 

 

 
 

 

 
 

 

 

原則許可 

農
業
上
の
利
用
に
支
障
が
少
な
い
農
地
へ

  

誘
導 

第 ２ 種 農 地 
 

・農業公共投資の対象となっ 

ていない小集団の生産力の

低い農地 

・市街地として発展する可能 

性のある農地 

第 ３ 種 農 地 

 

・都市的整備がされた区域内

の農地 

・市街地にある農地 

第 １ 種 農 地 

 

・集団農地（10ha以上） 

・農業公共投資対象農地 

・生産力の高い農地 

甲 種 農 地 
 

市街化調整区域内の 

・農業公共投資後８年以内農地 

・集団農地で高性能農業機械で

の営農が可能な農地 

農用地区域内農地 

 
市町村が定める農業振興地 
域整備計画において農用地 
区域とされた区域内の農地 

次に該当する 
場合不許可 

 
○ 転 用 の 確 
実性が認め
られない場
合 

・他法令の許認可
の見込みがな
い場合 

・関係権利者の同
意がない場合 
等 

 
○ 周 辺 農 地 
への被害防 
除措置が適 
切でない場
合 

 

○ 一 時 転 用 
の場合に農 
地への原状 
回復が確実
と認められ
ない場合 

 

農地の状況 

立地基準 一般基準 

生産性の高い 

優良農地 

小集団の 

未整備農地 

市街地 

近郊農地 

市街地の農地 

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農
地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有
しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしている。 
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表１-(3)-④ 「農地法の運用について」（平成 21 年 12 月 11 日付け 21 経営第 4530 号・21 農振第 1598 号
農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知）における農地転用許可に係る農地区分及び例
外的許可事由に関する規定（抜粋） 

第２ 農地又は採草放牧地の転用 
１ 法第４条第２項関係 

農地を農地以外のものにする者が、法第４条第１項の都道府県知事の許可（その者が同一の事業の目
的に供するため４ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合（農地法施行令（昭和 27 年政令
第 445 号。以下「令」という。）第８条第１項各号に掲げる法律（以下「地域整備法」という。）の定め
るところに従って農地を農地以外のものにする場合で同条第２項各号のいずれかに該当するものを除
く。）には、農林水産大臣の許可）を受けようとする場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、次の
(1)及び(2)の基準に基づき、当該許可の可否を判断することとされている。 

なお、「農地を農地以外のものにする者」とは、およそ農地を農地以外のものにする事実行為をなすす
べての者をいう。 
また、「同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合」とは、

同一の事業主体が一連の事業計画の下に転用しようとするときの農地の面積が４ヘクタールを超える場
合をいう。 
(1) 営農条件等からみた農地の区分に応じた許可基準（以下「立地基準」という。法第４条第２項第１
号及び第２号） 

申請に係る農地を、その営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断す
ることとされている。 
具体的な農地の区分及び当該区分における許可の可否の基準は、以下のとおりである。 

 
ア 農用地区域内にある農地（法第４条第２項第１号イ） 

(ｱ) 要件 
法第４条第２項第１号イに掲げる農地は、農振法第８条第１項の規定により市町村が定める農

業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域（以
下「農用地区域」という。同条第２項第１号）内にある農地である。 

(ｲ)  許可の基準 
農用地区域内にある農地の転用は、原則として、許可をすることができない。これは、市町村

の定める農業振興地域整備計画において、農用地区域が農用地等として利用すべき土地の区域と
して位置付けられていることによる。 
ただし、農地の転用行為が次のいずれかに該当する場合には、例外的に許可をすることができ

る。 
ａ (略) 
ｂ 農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供するために行わ

れるものであること（法第４条第２項ただし書）。 
ｃ 次のすべてに該当するものであること（令第 10条第１項第１号）。 
(a)  申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであっ

て、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるもので
あること。 

「一時的な利用」の期間は、当該一時的な利用の目的を達成することができる必要最小限
の期間をいい、農振法第８条第１項又は第９条第１項の規定により定められた農業振興地域
整備計画の達成に支障を及ぼすことのないことを担保する観点からは、３年以内の期間であ
れば「一時的な利用」に該当すると判断される。(以下略) 

(b) (略) 
 

イ 良好な営農条件を備えている農地（第１種農地。法第４条第２項第１号ロ） 
(ｱ) 要件 

法第４条第２項第１号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある令第 12条に規定する農地
（以下「甲種農地」という。）以外のもの（以下「第１種農地」という。）は、農用地区域内にあ
る農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当する
ものである。(以下略) 
ａ  おおむね 10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地（令第 11 条第１号） 

「一団の農地」とは、山林、宅地、河川、高速自動車道等農業機械が横断することができな
い土地により囲まれた集団的に存在する農地をいう。 
なお、農業用道路、農業用用排水施設、防風林等により分断されている場合や農業用施設等

が点在している場合であっても、実際に、農業機械が容易に横断し又は迂回することができ、
一体として利用することに支障があると認められない場合には、一団の農地として取り扱うこ
とが適当と考えられる。 
また、傾斜、土性その他の自然的条件からみて効率的な営農を行うことができず、一体とし

て利用することに支障があると認められる場合には、一団の農地として取り扱わないことが適
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当と考えられる。 
ｂ 土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、次の(a)及び(b)
の要件を満たす事業（以下「特定土地改良事業等」という。）の施行に係る区域内にある農地（令
第 11 条第２号）(以下略) 
 (a) 次のいずれかに該当する事業（主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的

とするものを除く。）であること（農地法施行規則（昭和 27年農林省令第 79号。以下「則」
という。）第 40 条第１号）。 
ⅰ  農業用用排水施設の新設又は変更 
ⅱ  区画整理 
ⅲ  農地又は採草放牧地の造成（昭和 35 年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工

事を除く。）(以下略) 
ⅳ  埋立て又は干拓 
ⅴ  客土、暗きょ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業 

(b)  （略） 
ｃ (略) 

(ｲ)  許可の基準 
第１種農地の転用は、原則として、許可をすることができない。ただし、転用行為が次のいず

れかに該当する場合には、例外的に許可をすることができる。 
ａ  土地収用法第26条第１項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものであ

ること（法第４条第２項ただし書）。 
ｂ  申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであっ
て、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであ
ること（令第 10条第１項第２号柱書、同項第１号イ）。(以下略) 

ｃ  申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業
の振興に資する施設として次に掲げるもの（次に掲げるものにあっては、第１種農地及び甲種
農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認めら
れるものに限る。）の用に供するために行われるものであること（令第 10 条第１項第２号イ、
則第 33条）。 

「第１種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成する
ことができないと認められる」か否かの判断については、①当該申請に係る事業目的、事業面
積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外の土
地、第２種農地や第３種農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目
的に使用することが可能か否か等により行う。 
(a) 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設 

「都市等との地域間交流を図るために設置される施設」とは、農業体験施設など都市住民
の農村への来訪を促すことにより地域を活性化したり、都市住民の農業・農村に対する理解
を深める等の効果を発揮することを通じて、地域の農業に資するものをいう。 

(b) 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設 
「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれる。また、「就業機会の増大に寄与する」

か否かは、当該施設において雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合を目安とし
て判断することとし、当該割合が３割以上であれば、これに該当するものと判断される。(以
下略) 

(c) 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設 
「農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設」とは、農業従事者の生活環境を改

善するだけでなく、地域全体の活性化等を図ることにより、地域の農業の振興に資するもの
であり、農業従事者個人の住宅等特定の者が利用するものは含まれない。 

(d)  住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必
要な施設で集落に接続して設置されるもの 

「集落」とは、相当数の家屋が連たんして集合している区域をいい、また、「集落に接続
して」とは、既存の集落と間隔を置かないで接する状態をいう。 

ｄ  申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用
に供するために行われるものであること（令第 10条第１項第２号ロ、則第 34条）。 
(a)～(c) (略) 

ｅ 申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当するものに関する事業の
用に供するために行われるものであること（令第 10条第１項第２号ハ、則第 35 条）。 
(a)～(d) (略) 
(e) 既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１

を超えないものに限る。） 
「既存の施設の拡張」とは、既存の施設の機能の維持・拡充等のため、既存の施設に隣接

する土地に施設を整備することをいう。 
(f) (略) 
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ｆ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行う
ものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められ
るものであること。ただし、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る
第１種農地の面積の割合が３分の１を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の
面積に占める申請に係る甲種農地の面積の割合が５分の１を超えないものでなければならな
い（令第 10 条第１項第２号ニ、則第 36条）。 

ｇ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で次のいずれかに該当するものに関する
事業の用に供するために行われるものであること（令第 10 条第１項第２号ホ、則第 37条）。 
(a)～(j) (略) 

ｈ 地域整備法の定めるところに従って行われる場合で令第８条第２項各号のいずれかに該当
するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で(a)に
掲げる要件に該当するものであること。 

「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画」とは、土地の農業上の効率的な利用を図
るための措置が講じられているものとして(b)に掲げる計画に限られる（令第 10条第１項第２
号ヘ、則第 38条及び第 39条）。(以下略) 

ウ 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地（甲種農地。令第 12条） 
(ｱ) 要件 

甲種農地は、第１種農地の要件に該当する農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農
条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するものである。 
ａ おおむね 10 ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面

積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械（農業機械化促進法（昭和 28 年法律第 252 号）第
２条第３項に規定する高性能農業機械をいう。）による営農に適するものと認められること（令
第 12 条第１号、則第 41条）。 

ｂ  特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完了した年度
の翌年度から起算して８年を経過したもの以外のもの。(以下略) 

(ｲ)  許可の基準 
甲種農地の転用は、原則として、許可をすることができない。 
ただし、転用行為が次のいずれかに該当する場合には、例外的に許可をすることができる。こ

の場合、甲種農地が特に良好な営農条件を備えている農地であることにかんがみ、許可をするこ
とができる場合は、第１種農地より更に限定される。 
ａ  イの(ｲ)のａに該当する場合（法第４条第２項ただし書） 
ｂ  イの(ｲ)のｂに該当する場合（令第 10条第１項第２号柱書、同項第１号イ） 
ｃ  申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設又はイの(ｲ)のｃ

の(a)から(d)までに掲げる施設（同(a)から(d)までに掲げる施設にあっては、第１種農地及び
甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと
認められるものに限り、同(d)に掲げる施設にあっては、敷地面積がおおむね 500 平方メート
ルを超えないものに限る。）の用に供するため行われるものであること（令第 10 条第１項第２
号イ、則第 33条）。 
「第１種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成する

ことができないと認められる」か否かの判断については、①当該申請に係る事業目的、事業面
積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外の土
地、第２種農地や第３種農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目
的に使用することが可能か否か等により行う。 

ｄ  イの(ｲ)のｅの(a)から(e)までのいずれかに該当するものに関する事業の用に供するために
行われるものであること（令第 10条第１項第２号ハ、則第 35条）。 

ｅ  イの(ｲ)のｆに該当する場合（令第 10条第１項第２号ニ、則第 36 条） 
ｆ イの(ｲ)のｇの(b)、(d)、(e)又は(h)から(j)までのいずれかに該当するものに関する事業 

の用に供するために行われるものであること（令第 10 条第１項第２号ホ、則第 37 条）。 
ｇ イの(ｲ)のｈに該当する場合（令第 10条第１項第２号ヘ、則第 38 条及び第 39 条） 

エ 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地（第３種農地。法第４条第２項第
１号ロ(1)） 
(ｱ) 要件 

第３種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地のうち、市街地の区域内又は市街地化の傾
向が著しい区域内にある農地で、次に掲げる区域内にあるものである（令第 13 条、則第 43 条及
び第 44条）。(以下略) 
ａ 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が次に掲げる

程度に達している区域 
(a)  水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上が埋設されている道路（幅員４メートル以上

の道及び建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42条第２項の規定による指定を受けた道
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で現に一般交通の用に供されているものをいい、イの(ｲ)のｅの(d)のⅱに規定する道路及び
農業用道路を除く。）の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することが
でき、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね 500 メートル以内に２以上の教育
施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。 

(b)  申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね 300 メートル以内に次に掲げる施設のいず
れかが存すること。 
ⅰ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場 
ⅱ イの(ｲ)のｅの(d)のⅱに規定する道路の出入口 
ⅲ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場（これらの支所を含む。） 
ⅳ その他ⅰからⅲまでに掲げる施設に類する施設 

具体的には、自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）第２条第６項に規定する
バスターミナル及び同条第７項に規定する専用バスターミナルが想定される。 

ｂ 宅地化の状況が次のいずれかに該当する程度に達している区域 
(a) 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしてい

ること。 
(b) 街区（道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画

された地域をいう。以下同じ。）の面積に占める宅地の面積の割合が 40 パーセントを超えてい
ること。 

(c) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められ
ていること（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）。(以下略) 

ｃ (略) 
(ｲ)  許可の基準 

第３種農地の転用は、許可をすることができる。 

オ エの区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地（第２種農地。法第４条
第２項第１号ロ(2)） 
(ｱ) 要件 

第２種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地のうち、エの区域に近接する区域その他市
街地化が見込まれる区域内にある農地で、次に掲げる区域内にあるものである（令第 14 条、則
第 45 条及び第 46条）。(以下略) 
ａ 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみてエの

(ｱ)のａに掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として次に掲げるもの 
(a) 相当数の街区を形成している区域 
(b) エの(ｱ)のａの(b)のⅰ、ⅲ又はⅳに掲げる施設の周囲おおむね 500メートル（当該施設を

中心とする半径 500 メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の
面積の割合が 40パーセントを超える場合にあっては、その割合が 40パーセントとなるまで
当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は１キロメートルのい
ずれか短い距離）以内の区域 

ｂ  宅地化の状況からみてエの(ｱ)のｂに掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区
域として、宅地化の状況が同ｂの(a)に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある
農地の区域で、その規模がおおむね 10 ヘクタール未満であるもの 

(ｲ)  許可の基準 
第２種農地の転用は、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に

係る事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として、許可をすることが
できない。 
なお、「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的

を達成することができると認められる」か否かの判断については、①当該申請に係る事業目的、
事業面積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外
の土地や第３種農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に使用す
ることが可能か否か等により行う。 
ただし、この場合であっても、次に掲げる場合には、例外的に許可をすることができる。 

ａ (略) 
ｂ 転用行為がイの(ｲ)のｃ、ｄ、ｇ又はｈのいずれかに該当する場合（令第 10 条第２項） 

この場合、イの(ｲ)のｃの(a)から(d)までに掲げる施設にあっては、第２種農地以外の周辺の
土地に設置することによってはその目的を達成することができると認められるものであって
も、許可をすることができる（則第 33 条括弧書）。(以下略) 

カ その他の農地（第２種農地） 
(ｱ) 要件 

農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地（オに規定す
るものに限る。(ｲ)において同じ。）及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、具
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体的には、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地
等が該当する。 

(ｲ) 許可の基準 
法第４条第２項第２号により、第２種農地の場合と同様の基準となる。 

 
(2)  立地基準以外の基準（一般基準。法第４条第２項第３号から第５号まで） 

(1)の立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには、許可をすることがで
きない。 
ア 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合（法第４条第２項第３号） 

具体的には、次に掲げる事由がある場合である。 
(ｱ)  転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められないこと（法第４条第２項第３号）。 
(ｲ)～(ｸ) (略) 

イ 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合（法第４条第２項第４
号）(以下略) 

ウ 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、そ
の利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき（法第４条
第２項第５号）(以下略) 

 
（注）下線は当省が付した。 
 

 

表１-(3)-⑤ 調査した７地方農政局等及び 17道府県等における農地転用許可実績 

（単位：件、ha） 

許可権者 許可件数 許可面積 

地方農政局等 228 2,163.2 

道府県 44,606 5,306.5 

権限移譲委員会等 6,574 537.7 

計 51,408 8,007.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ 当省の調査結果による。 

２ 調査した７地方農政局等（農村振興局、関東農政局、北陸農政局、東海農政局、近畿

農政局、中国四国農政局及び九州農政局）、10道府県（北海道、秋田県、埼玉県、愛知

県、石川県、三重県、大阪府、広島県、香川県及び福岡県）、当該県から農地転用許可 

に係る権限移譲を受けている７農業委員会等（横手市農業委員会、四日市市、松阪市農

業委員会、三原市農業委員会、尾道市農業委員会、東広島市農業委員会及び高松市農業

委員会）における平成 18 年から 22 年までの５か年の累計の実績である。ただし、10

道府県のうち埼玉県は平成 22年８月から 12月までの実績、愛知県は 21年及び 22年の

実績、広島県は 18年から 21年までの実績（22年には県内全市町に権限移譲済み）であ

る。また、７農業委員会等のうち平成 18年から 22年までの間に権限移譲を受けている

ものは、移譲を受けた年以降の実績を計上した。 

ちなみに、「勧告」における「調査した 31農業委員会」は、深川市農業委員会、北見

市第一農業委員会、旭川市農業委員会、横手市農業委員会、由利本荘市農業委員会、川

越市農業委員会、熊谷市農業委員会、加須市農業委員会、久喜市農業委員会、行田市農

業委員会、春日部市農業委員会、豊橋市農業委員会、安城市農業委員会、弥富市農業委

員会、金沢市農業委員会、小松市農業委員会、四日市市農業委員会、松阪市農業委員会、

高槻市農業委員会、堺市農業委員会、枚方市農業委員会、河南町農業委員会、三原市農

業委員会、尾道市農業委員会、東広島市農業委員会、高松市農業委員会、丸亀市農業委

員会、久留米市農業委員会、飯塚市農業委員会、柳川市農業委員会及び行橋市農業委員

会である。 
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表１-(3)-⑥ 調査対象機関別の転用許可事案及び意見提出事案抽出件数 

                          （単位：件）

調査対象機関名 

 

抽出件数 

  

地方農政局等 

農村振興局（北海道分） 19 

関東農政局 38 

東海農政局 17 

北陸農政局 21 

近畿農政局 3 

中国四国農政局 6 

九州農政局 18 

小 計 ① 122 

道府県等 

北海道 34 

秋田県 27 

埼玉県 37 

愛知県 34 

石川県 34 

三重県 27 

大阪府 21 

香川県 30 

福岡県 31 

横手市農業委員会 25 

四日市市 25 

松阪市農業委員会 24 

三原市農業委員会 31 

尾道市農業委員会 22 

東広島市農業委員会 22 

高松市農業委員会 29 

小 計 ② 453 

農業委員会 

深川市農業委員会 30 

北見市第一農業委員会 28 

旭川市農業委員会 34 

由利本荘市農業委員会 20 

川越市農業委員会 37 

熊谷市農業委員会 33 

加須市農業委員会 19 

久喜市農業委員会 21 

行田市農業委員会 27 

春日部市農業委員会 23 

金沢市農業委員会 22 

小松市農業委員会 25 

豊橋市農業委員会 36 

安城市農業委員会 30 

弥富市農業委員会 30 

高槻市農業委員会 11 

堺市農業委員会 12 

枚方市農業委員会 7 

河南町農業委員会 10 

丸亀市農業委員会 30 

久留米市農業委員会 30 

飯塚市農業委員会 31 

柳川市農業委員会 27 

行橋市農業委員会 27 

小 計 ③ 600 

計（①＋②＋③） 1,175 

（注）１ 地方農政局等については、平成 20年から 22年までの転用許可事案全て 

を調査対象とした。 
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２ 道府県等及び農業委員会については、平成 22年中に転用許可又は意見提 

出を行った事案のうち、原則として、農用地区域内農地、甲種農地、第１ 

種農地及び第３種農地の各区分からそれぞれ６件、第２種農地から 12件の 

計 36件を抽出した。抽出方法は、平成 22年４月、５月、６月、７月、８ 

月及び９月の事案から、申請日が最も早いものを各月１件（第２種農地の 

み２件）ずつ抽出した。ただし、当該期間において該当する事案がない場 

合は、他の月又は他の年の事案から抽出した。 

３ １件の事案に係る農地に複数の農地区分が含まれている場合は、それぞ 

れの農地区分につき１件とした。 

 

 

表１-(3)-⑦ 許可決定に当たり、農地区分の判断や優良農地の転用が例外的に認められる条件に合致する

かどうかの判断等が適正に行われておらず、農地転用許可事務の適正な処理を確保する必要が

あると考えられるもの 

ⅰ）10ha以上の広がりを持つ一団の農地の区域内であり第１種農地の要件を満たしているにもかかわらず、

第２種農地と判断しているもの 

事例№ 内   容 

調査対象道府県において、申請農地の北東側に 10ha 以上の一団の農用地区域が存在するにもかかわらず、当

該申請に係る農地が不整地であったことをもって、良好な営農条件を備えた農地である第１種農地の要件の「一

団の農地」に含まれないと判断し、「その他の農地(第２種農地)」として転用許可を行っている。 

しかし、「農地法の運用について」では、「一団の農地」とは、山林や河川等の農業機械が容易に横断すること

ができない土地に囲まれた集団的に存在する農地を指すとしており、農地の形状によって判断することとはして

いない。 

これについて、調査対象道府県は、「当該農地は、不整地の農地であったことから、申請を受け付けた当時は、

① 良好な営農条件を備えた農地である第１種農地の要件の「一団の農地」に含まれないと判断したものと考えられ

る。しかし、再確認した結果、当該農地は不整地であっても一体として利用することが可能である以上「一団の

農地」の区域内に含めるべきであり、第１種農地と判断すべきであった。」としている。 
（注１）なお、調査対象道府県では、当該申請農地が第１種農地であっても、当該事案における転用目的は「既存施設の拡張」（農地法第４条

第２項第１号ロ、農地法施行令第 10 条第１項第２号ハ及び農地法施行規則第 35 条第５号）に該当し、拡張に係る部分の面積も既存施設

の面積の２分の１以下であることから許可相当であるとしている。 

（注２）本件申請を受け付けた農業委員会では、当該事案に係る農地の農地区分について、「その他の農地(第２種農地)」と判断し、許可相当

とする意見を調査対象道府県に送付している。第２種農地と判断した理由について、同農業委員会の意見書には、「申請地は周囲を農用

地区域である農地に囲まれた農地である」とだけ記載されており、その判断根拠の詳細については不明となっている。 

調査対象農業委員会が第２種農地として許可相当とする意見を調査対象道府県に提出し、その後当該道府県に

より許可された７事案について、当省が農地区分の判断根拠の妥当性について当該道府県に改めて確認したとこ

ろ、次表のとおり、当該道府県では、これら７事案はいずれも第１種農地の要件に該当するものであったとして

いる。 
№ 許可時の農地区分 当省及び当該道府県による再確認結果 

第１種農地 
1 第２種農地 

特定土地改良事業の受益地 
第１種農地 

2 第２種農地 
20ha以上の集団性のある農地 

② 第１種農地 
3 第２種農地 

20ha以上の集団性のある農地 
第１種農地 

4 第２種農地 
10ha以上の集団性のある農地 
第１種農地 

5 第２種農地 
特定土地改良事業の受益地 
第１種農地 

6 第２種農地 
10ha以上の集団性のある農地 
第１種農地 

7 第２種農地 
10ha以上の集団性のある農地 

 
 

（注）当省の調査結果による。 
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ⅱ）農用地区域内農地の転用申請について、農振法による農用地利用計画で指定する用途（農業用施設）の

変更が未了のまま転用許可を行っているもの 

内   容 

（事案１） 

 申請地は農振法第８条第２項第１号に規定する農用地区域内にある農地であるが、転用目的は農業用施設の設置である

ことから、申請地が農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供する場合（農地法第５条

第２項ただし書）に該当するよう用途区域変更（農地から農業用施設用地への変更）の見込みであるとして、調査対象農

業委員会は、当該事案を同農業委員会総会に付議して了承が得られた。その後、調査対象道府県の農業会議への諮問とと

もに、当該市町村の農用地利用計画の用途区域変更手続を所管する部局に連絡し、当該事案についての用途区域変更の検

討及び可能な場合の変更手続を依頼した。 

 しかし、同農業委員会事務局では、同農業会議の答申は得たものの、上記担当部局に用途区域変更手続の完了を確認せ

ずに、転用許可のための要件が充足したものとして、用途区域変更手続が未了のまま同事務局での決裁手続を経て、申請

地について転用を許可した。 

 

（事案２、３、４） 

 申請地は農振法第８条第２項第１号に規定する農用地区域内にある農地であるが、転用目的は農業用施設の設置である

ことから、申請地が農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供する場合（農地法第５条

第２項ただし書）に該当するよう用途区域変更（農地から農業用施設用地への変更）の見込みであるとして、同農業委員

会は、当該事案を同農業委員会総会に付議して了承が得られた。その後、同農業会議への諮問とともに、当該農用地利用

計画の用途区域変更手続の所管部局に連絡し、当該事案についての用途区域変更の検討及び可能な場合の変更手続を依頼

した。 

 しかし、同農業委員会事務局では、同農業会議の答申は得たものの、上記担当部局に用途区域変更手続の完了を確認せ

ずに、転用許可のための要件が充足したものとして、用途区域変更手続が未了のまま同事務局での決裁手続を経て、申請

地について転用を許可した。 

（注）当省の調査結果による。 
 

ⅲ）第１種農地が「集落に接続して設置されるもの」として許可されているものの、集落に接続していると

はいえないもの 

内   容 

調査対象農業委員会から進達され調査対象道府県が許可を行った２事案については、農地区分は第１種農地とされ、許

可事由は「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続

して設置されるもの」（農地法施行規則第 33 条第４号）に該当するとされ許可されているが、２事案とも、申請に係る施

設が集落に接続しているとはいえない。 

（注）当省の調査結果による。 
 

ⅳ）市街化の程度まで宅地化が進行していないにもかかわらず、第３種農地と判断しているもの 

内   容 

調査対象農業委員会では、当該事案に係る農地の農地区分について、現地確認等を踏まえた上で、農用地区域外の農地

であって、住宅が連たんしている集落(現況は 30戸程度)内の農地であることから、農地法第５条第２項第１号ロ⑴、農地

法施行令第 21 条及び農地法施行規則第 44 条第１号の「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公

益的施設が連たんしている」に該当するとして、第３種農地と判断したとしている。 

しかし、第３種農地について、農地法第５条第２項第１号ロ⑴が「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内

にある農地」と定めていることに鑑みれば、中山間部に位置する当該集落の状況がこれに該当するものとは考えられず、

当省が調査対象道府県に対し当該事案に係る農地の農地区分について再確認したところ、調査対象道府県では、「住宅の用

若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている」とは、市街化の程度まで宅地化が進

行している状態で農地が点在している状況と解すべきであり、当該事案はこれに該当せず、よって、第３種農地と判断す

べきではなかったとしている。また、当該事案に係る農地は、中山間に位置し農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地等に該当し、「その他の農地(第２種農地)」（農地法第５条第２項第２号）と判断すべきであったとし

ている。 

なお、調査対象道府県は、当該事案に係る農地が「その他の農地(第２種農地)」に該当するとしても、当該事案におけ

る転用目的は「既存施設の拡張」（農地法第５条第２項第１号ロ、農地法施行令第 10 条第１項第２号ハ及び農地法施行規

則第 35条第５号）に該当することから許可相当であるとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
 

 

 

 

 - 91 -



ⅴ）第２種農地と判断する法令上の適用条項を誤ったもの 

内   容 

調査対象農業委員会において、申請地周辺の農地は 10ha以上の広がりを持つ大規模な集団農地であり第１種農地の要件

を満たしているにもかかわらず、市街化区域に近接する区域内にある農地でその規模がおおむね 10ha未満であると判断し

たことから、農地法施行令第 14 条第２号及び農地法施行規則第 46 条の規定に基づく第２種農地として許可相当とする意

見を調査対象道府県に提出している。 

これについて、同農業委員会は、「申請地は、河川の堤防のかさ上げ工事が実施されることになった際、地元として当該

事業に協力するため、積極的に工事実施地域の居住者の移転先を募ったものであり、申請地周辺の土地が農用地区域であ

りながら宅地状に分筆されているのはそのためである。農地区分については、厳密に解釈すれば第１種農地との判断にな

るかもしれないが、以上のような事情を考慮した上で、過去の周辺農地の転用実績等を参考にしながら判断したものと考

えている。」としている。 

一方、本事案に関して、農林水産省は、申請地周辺の農地は 10ha以上の広がりを持つ集団農地であるが、申請地は鉄道

の駅から 700ｍの位置にあり、市街化区域と隣接し、かつ市街化区域は宅地で隙間なく埋まっていることから、農地区分は

「第２種農地」と判断したことに誤りはないものの、その根拠となる条項については、農地法施行令第 14条第１号及び農

地法施行規則第 45条第２号の規定を適用すべきであるとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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